
広島建労のホームページ URL:https://hiro-ken.com　メールアドレス E-mail:postmaster6＠hiro-ken.com

Ｑ1：相続について、考えておくべきでしょうか？
Ａ1：相続対策といえば「相続税をいかに減らす
か」と思っておられる方が多いのですが、 相続全般
にまつわる対策が「相続対策」といわれるもので、
それは重要な順から次の３つに集約されます。

遺産相続をめぐって親族どうしが争って（＝争
族)、遺産分割協議で合意を得ることができなけれ
ば、財産の分割や名義の変更、換金などが出来ず、
相続納税に支障をきたします。さらには、節税効果
の大きい配偶者控除や小規模宅地の減額特例も適用
されずに、税負担は大きなものになってしまいます。

　同じくらいの資産を所有していても次世代への継
承を考えて、生前より節税・納税などの準備してい
た人と何もしない人では、相続課税に驚くほど大き
な違いが生じます。

Ｑ2：生前贈与とは、どういうものですか？
Ａ2：毎年110万円まで非課税の生前贈与や新たに
非課税枠が設けられた教育資金の一括贈与、住宅資
金贈与、結婚・子育て資金一括贈与の特例の活用な
ど、子・孫・ひ孫のために、生前に準備できること
はいくつもあります。
Ｑ2：財産のほとんどが不動産なのですが、相続に
関して、どういうことに注意しておいた方が良いで
しょうか？
Ａ2：相続税の申告・納付期限は、相続が発生した
日の翌日から10カ月以内に完了しなければいけませ
ん。相続税は現金納付が原則ですので、納税のため
の現金あるいは現金化しやすい財産を準備しておく
必要があります。
　財産がほとんど不動産という方は、特に相続納税
に備えておく必要があります。相続発生後、納税の
ために不動産の売却を急ぐと足元を見て買い叩かれ
るケースも少なくありません。
　生命保険は遺産分割協議の合意がなくても受取人
に支払われます。遺された遺族に負担や気苦労をか
けない「納税対策」を準備しておきたいものです。
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組合未加入者への
声掛けをお願いします

1 建築訓練校へ14人入校
4 CCUS、広島建労で
　 レベルUP申請手続き開始
建設国保関連記事の掲載：2,3面

今月の紙面

14人の大所帯となった令和3年度入校生を囲んで
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【第1回建労会館建設委員会：4月12日(月)】
　各地連から推薦された12人の建設委員、施主代表の建設委員
として井手口地連長(第7地連)、母体団体の(一社)広島建築共
同職業訓練協会より岩田会長、谷口専務理事、小森常務理事の
16人が出席しました。
　建設委員の互選により、竹田氏(第10地連)が建設委員長に選
出されました。
　議題により進行し、設計監理者競争入札の公示日を5月6日
(木)、入札日を6月7日(月)13時(書類等提出締切は正午)に決
定。入札参加資格を在籍2年以上の組合員であり、木造500㎡以
上の準耐火構造設計・監理経験者(下請可。確認済証の写しを
添付)として終了しました。

【第2回建労会館建設委員会：5月10日(月)】
　建設委員16人の出席で開催され、設計監理者競争入札参加者
への案内文書、各種送付書類と提出書類の内容を精査、修正を
行いました。
　6月7日(月)の第3回建労会館建設委員会で設計・監理者を決
定し、請負契約の締結を行うスケジュールを確認しました。

税金Ｑ＆Ａコーナー

第1、2回建労会館建設委員会の
主な決定事項
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小規模宅地の減額特例配偶者控除

80%減1億6千万円
1/2

まで非課税

または

被相続人の
住宅地の
課税評価

財産の

相続で揉めて遺産分割協議で合意できない

配偶者、同居親族または持
家を所有しない親族の場合

※330㎡まで

※子どもと相続の
場合
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父
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①争族対策 ②節税対策 ③納税対策

控除・特例が適用されない
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結婚や出産で家族
が増えた

保険証を紛失・破損
した

就職・転出・死亡で
家族が減った

法人事業所を設立・
そこに勤め始めた

個人事業所の従業員
が5人以上となった

住所・氏名・勤務先
に変更があった

廃業・退職・死亡で
脱退する

※各種届出には確認書類が必要となります。詳しくは所属する地連事務所までご連絡ください。

こんなときは届け出を忘れずに!!

70歳以上の外来療養に係る
年間の高額療養費について

建設国保からのお知らせ 広島県建設国民健康保険組合

　仕事中や出勤・帰宅途中の事故（交通事
故）による傷病は、労働災害といい、労災
保険で治療を受けることになっています。
労働災害は建設国保の保険証を使って治療
を受けることはできません。
　もし、労働災害であるにもかかわらず建
設国保の保険証を使って治療を受けた場合、後日その医療費を
建設国保に返していただくことになります。
　労働災害で病院に受診する場合には、労働災害であることを
告げ、必ず労災保険で治療を受けてください。
　労災保険は、労働者を守る保険です。一人親方や事業主本
人・家族であっても、一定の条件の下で特別に加入することが
できます。万一に備え、労災保険に加入するようにしましょう。

　基準日（7月31日）時点で一般区分又は低所
得区分である被保険者について、計算期間
※（前年8月1日から7月31日まで）の う ち 一
般区分又は低所得区分であった月の外来療
養に係る自己負担額（月間の高額療養費が支
給されている場合は支給後の額）を合算し、
144,000円を超える場合は、その超えた部分
が申請により支給されます。
※計算期間中に加入している保険が変わった

場合でも、各医療保険での支払った自己負
担額を合算し計算できる場合があります。
詳しくは所属の地域連合にお問い合わせく
ださい。

◎70歳から74歳の人

一定以上
（課税所得が690万円以上） 212万円
（課税所得が380万円以上） 141万円
（課税所得が145万円以上） 67万円

一般（一定以上にも低所得にも該当しない） 56万円
低所得Ⅱ（世帯全員が住民税非課税） 31万円
低所得Ⅰ（世帯全員が住民税非課税で所得もない） 19万円

◎70歳未満の人
ア／旧ただし書所得901万円超 212万円
イ／旧ただし書所得600万円超～901万円以下 141万円
ウ／旧ただし書所得210万円超～600万円以下 67万円
エ／旧ただし書所得210万円以下 60万円
オ／住民税非課税 34万円

　医療保険と介護保険の両方を利用する世帯において、医療保険及び介護保険の自
己負担の合計が著しく高額となり一定額を超えた場合、その超えた額が「高額介
護合算療養費」として支給されます。（各医療保険ごとに自己負担額が合算される
為、同一世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません）

＊
自
己
負
担
限
度
額

※8月1日から翌年7月31日までの1年分を合算します。

高額介護合算療養費について

仕事中のケガなどは
労災保険で治療を

引越

広
建
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設
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　人工透析や血友病などの高額な治療を著しく長期間にわたり継続し
なければならない人については、申請をしていただくと、1ヶ月の自
己負担限度額が1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を
交付いたします。
　「国民健康保険特定疾病療養受療証」は、特定疾病の治療に対して
のみ有効で、複数の医療機関で治療を受けられた場合は、医療機関ご
とに自己負担限度額（1万円）を負担することになります。
※70歳未満で人工透析を実施している慢性腎不全の自己負担限度額

は、上位所得者（基礎控除後の年間所得額が600万を超える世帯の
方）につきましては2万円となります。
◎特定の疾病
１．人工腎臓（人工透析）を実施している慢性腎不全
２．血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は
　　先天性血液凝固第9因子障害（血友病）
３．抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

　（HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る）
◎申請に必要なもの
・印鑑
・国民健康保険被保険者証
・医師の意見書
 ・組合員及び認定対象者の個人番号が確認出来るもの
※医師の意見書は所定の様式が各地域連合の窓口にあります

ので、その様式に記入をしてもらうようにしてください。

① 限度額適用認定証（高額療養費の現物給付）
医療費が高額になるとき、建設国保が発行する「限度額適用認定証」等を受診の際に保険証と一緒に提示してい

ただくことにより、医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなります。自己負担限度額を超えた高額療養費
の部分については、建設国保が直接医療機関等に支払います。
② 出産育児一時金の直接支払制度と受取代理制度

被保険者の方が出産したときにかかった出産費用に出産育児一時金を充てることが出来るよう、原則として建設国
保から出産育児一時金が病院などに直接支払われる制度です。
　これらの制度を利用すると、分娩費用が40万4千円(＊42万円)を超えるときは、超えた分だけを医療機関等へ支
払えば済みます。また、分娩費用が40万4千円(＊42万円)未満のときは、医療機関等への支払いは不要となり、差
額分を建設国保に請求することにより後日建設国保から差額分が支給されます。
　受取代理制度を利用できるのは、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、出産予定日から2ヶ月以内の方
で、受取代理制度を受けることができる医療機関等の了解と所属の地域連合での事前の手続きが必要です。
　詳しくは所属の地域連合へお問い合わせ下さい。
＊産科医療補償制度加入医療機関で出産された場合
○広島県で受取代理制度が利用可能な医療機関
　　【・医療法人社団　松田医院　　・柴田産婦人科皮膚科 ・医療法人社団　日の浦会　佐々木産婦人科】
③ 貸付制度

建設国保では、高額な医療費または出産にかかる費用を支払うための当座の資金として、貸付制度（無利子）を設けています。
貸付額はそれぞれの給付金の8割相当額ですが、上記①・②の制度を利用したときには、貸付制度は利用できません。
ご利用の組合員さんは、所属の建設労働組合の地域連合へ詳細をお問い合わせのうえ、手続きを行ってください。

「法人事業所を設立した」「法人事業所に
勤め始めた」「個人事業所だが、従業員が
5名以上となった」など通常であれば社会
保険（健康保険+厚生年金）の適用となり
ますが、国保組合の組合員においては「健
康保険適用除外（並びに厚生年金の取得申
請)」を行えば、国保組合に残ることができます。しかし、健康保険適
用除外申請は、特別な事情がある場合を除き、事実発生から14日以内
（厚生年金は5日以内）に手続きを行わなければいけません。
　期限内に申請が行われず、社会保険に移行しなければならない事案
も発生していますので、申請しなければならない事実が生じた場合に
は、必ず期限内に手続きを行っていただきますようお願いします。

マイナンバーカードの健康保険証としての利
用申込受付が昨年から開始されており、令和3
年3月より一部の医療機関でプレ運用が実施さ
れ、遅くとも10月を目途に本格運用となる予定です。
　また、医療費・薬剤情報についても10月より閲覧可能と
なる予定となっており、これにより初めて受診する医療機
関等でも、より適切な医療が受けられるようになるなどの
メリットがあります。

その他にも以下のようなメリットがあります。

マイナンバーカードを
取得しましょう！

　国からも皆さんのマイナンバーカードの取得を促進する
よう要請がきております。また、これから更に利用範囲は
広がっていき便利になることが予想されますので、まだマ
イナンバーカードを持っていない方はマイナンバーカード
を取得しましょう。

ポイントで
買い物ができる

ｅ-Taxも、
もっと便利に！

身分証明書になる！

国民健康保険特定疾病療養受療証

高額な医療費・出産費用負担軽減のための制度

健康保険適用除外申請について

厚生年金適用事業所関係者の方に
ついての事業所・業種(職種）調査
の確認書類について（お願い）

各種証明書(住民票等)を
コンビニで取得できる！

など

　厚生年金適用事業所関係者の方については、証明①書
類として「厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」（令和
３年適用のもの）のコピーをお願いしているところです
が、当該通知書については例年7月に年金事務所へ算定基
礎届等提出後、7月から8月にかけ順次各事業所へ送付さ
れる書類（電子申請の場合はデータでの送信）となりま
すので、必ず令和3年適用の通知書到着後に、事業所・業
種（職種）調査へのご回答を頂きますようお願いいたし
ます。
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広島建労のホームページ URL:https://hiro-ken.com　メールアドレス E-mail:postmaster6＠hiro-ken.com

　広島建労　で
レベルアップの
申請手続き開始

CCUSのゴールドカードを取得して

一
般
社
団
法
人
  広島県建築センター協

会

加
盟
会
員

一
般
社
団
法
人
  広島県建築センター協

会 
 加
盟
会
員

 

16
日　
　
　

第
10
地
連
特
定
健
診

 

20
日　
　
　

第
６
地
連
住
宅
デ
ー

 

26
日　
　
　

第
８
地
連
住
宅
デ
ー(

佐
伯
地
区)

  

27
日　
　
　

第
３
地
連
住
宅
デ
ー

　
　
　

第
８
地
連
住
宅
デ
ー(

五
日
市
・

湯
来
地
区)

　
　
　

第
10
地
連
住
宅
デ
ー

４
日　
　
　

第
３
地
連
特
定
健
診

６
日　
　
　

国
保
四
役
会
議

９
日　
　
　

国
保
理
事
会

 

11
日　
　
　

第
７
地
連
特
定
健
診

  

14
日　
　
　

国
保
監
事
会

 

15
日　
　
　

第
３
地
連
特
定
健
診(

因
島)

 

15
〜
16
日　

足
場
作
業
主
任
者
講
習

 

24
日　
　
　

第
６
地
連
第
１
回
特
定
健
診

 

29
日　
　
　

国
保
組
合
会

※
あ
く
ま
で
予
定
で
す(

後
日
変
更
あ
り)

。
詳
細
は
県
本
部

ま
た
は
所
属
の
地
連
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

労働安全標語

内　容 件数
工 具 ・ 機 械 ４
打 撲 ・ 捻 挫 ４
転 墜 落 ４
腰 痛 ２
飛 来 ・ 落 下 ２
転 倒 1

計 17

地連名 件数
第１地連 福 山 （２）
第２地連 芦 品 ２（１）
第３地連 しまなみ １（１）
第５地連 瀬 戸 内 １
第７地連 広 島 ２（５）
第８地連 広 島 西 ２

計 ８（９）
（　） 内は一人親方

労災事故発生原因

令和2年度・優秀賞

ゼ
ロ
災
害

　
　
慌
て
ず

　
　
　
焦
ら
ず

　
　
　
　
手
を
抜
か
ず

第
２
地
連
芦
品

伊
加
田
　
光
輝
さ
ん

「カンガルーマークを
探してください」

5月1日の
組織人員
12,294人

　

紙
面
に
複
数
個
の
「
カ
ン
ガ
ル
ー
マ
ー
ク
」
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま

す
。
全
紙
面
で
の
「
カ
ン
ガ
ル
ー
マ
ー
ク
」
の
総
数
（
写
真
内
の
も

の
は
含
ま
な
い
）
を
お
答
え
く
だ
さ
い
。
ハ
ガ
キ
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
可
）
に
、

「
カ
ン
ガ
ル
ー
マ
ー
ク
の
総
数
・
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
・
所
属
地
連
名
・
『
広
建
新
報
』
に
つ
い
て
ひ
と
こ
と
感
想
」
を

明
記
し
て
、
広
島
建
労
・
県
本
部
ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。
抽
選
の

上
、
10
人
の
方
へ
ク
オ
カ
ー
ド
を
差
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
応
募
締
め

切
り
は
今
月
末
（
消
印
有
効
）
ま
で
で
す
（
正
解
：
５
月
号
は
４
個
）。

▼
６
〜
７
月
の
行
事
予
定
▲

労働災害地連別件数一覧表
令和3年4月分

労災保険に入りましょう

一人ひとりの技能と経験を正しく評価

マスクとソーシャルディスタンスでプレー

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

組
合
行
事
に
笑
顔
も
弾
む

第
11
回
定
期
大
会

時
間
短
縮
で
議
事
進
行

全
議
案
が
採
決
さ
れ
て
閉
会

　

【
教
宣
専
門
委
員
・
森
谷
克

俊
】
４
月
25
日(
日)
絶
好
の
ス

ポ
ー
ツ
日
和
に
恵
ま
れ
、
尾
道

市
向
島
Ｂ
＆
Ｇ
（
向
島
運
動
公

園
）
で
９
時
よ
り
第
８
回
グ
ラ

ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
を
開
催
。

山
本
地
連
長
の
「
皆
さ
ん
ケ
ガ

に
気
を
付
け
て
、
思
い
っ
き
り

楽
し
み
ま
し
ょ
う
！
」
と
の
掛

け
声
で
、
総
勢
83
人
が
24
チ
ー

ム
に
分
か
れ
競
技
を
開
始
し
ま

し
た
。

　

【
教
宣
専
門
委
員
・
夏
原
靖

史
】
第
８
地
連
広
島
西
で
は
、

３
月
７
日(

日)

第
８
地
連
広
島

西
会
館
に
お
い
て
、
第
11
回
定

期
大
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
予
防
対
策
と
し
て
、
各
自
消

毒
、
マ
ス
ク
の
着
用
、
館
内
の

換
気
等
を
行
い
、
大
会
の
変
更

に
よ
り
時
間
短
縮
と
し
、
議
事

の
進
行
を
取
り
行
い
ま
し
た
。

　

長
尾
副
地
連
長
の
開
会
の
あ

い
さ
つ
、
地
連
執
行
部
を
代
表

し
て
尾
尻
地
連
長
よ
り
あ
い
さ

つ
が
あ
り
ま
し
た
。
本
来
な
ら

そ
の
後
に
来
賓
の
方
々
よ
り
あ

い
さ
つ
を
い
た
だ
く
の
で
す
が
、

　

昨
年
度
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
で

地
連
行
事
は
開
催
を
見
送
り
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
も
開
催
直

前
で
の
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

久
し
ぶ
り
の
組
合
行
事
に
参
加

者
の
笑
顔
も
弾
み
「
久
し
ぶ
り

じ
ゃ
ね
。
元
気
で
良
か
っ
た
！
」

と
労
う
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

プ
レ
ー
は
コ
ロ
ナ
対
策
を
施

し
手
洗
い
消
毒
・
マ
ス
ク
・
ソ
ー

シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
守
り
、

プ
レ
ー
中
も
な
る
べ
く
私
語
を

今
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、

来
賓
の
方
々
の
出
席
を
ご
遠
慮

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

県
・
岩
田
委
員
長
よ
り
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
い
た
だ
き
、
県
執
行

委
員
の
齋
藤
さ
ん
が
代
読
さ
れ

ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
経
過
報
告
、
運
動

方
針
案
な
ど
審
議
が
行
わ
れ
た

結
果
、
全
て
の
議
案
が
採
決
さ

れ
ま
し
た
。

　

大
元
協
会
理
事
よ
り
大
会
ス

ロ
ー
ガ
ン
採
決
、
吉
田
副
地
連

長
よ
り
閉
会
の
あ
い
さ
つ
で
大

会
を
終
了
し
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
今
後

の
課
題
も
見
え
隠
れ
す
る
中
、

第３地連第３地連
しまなみしまなみ

第８地連第８地連
広 島 西広 島 西

控
え
て
行
い
ま
し
た
。

　

午
前
中
２
ゲ
ー
ム
を
終
え
て

ト
ー
タ
ル
を
集
計
。
プ
レ
ー
後

「
コ
ロ
ナ
で
運
動
不
足
だ
っ
た

の
で
い
い
運
動
に
な
っ
た
」
と

更
な
る
組
織
拡
大
、
増
強
を
誓
い

合
っ
て
解
散
し
ま
し
た
。

　

第
11
回
定
期
大
会
に
ご
出
席
い

た
だ
い
た
皆
様
方
、
ご
協
力
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

声
を
掛
け
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

優
勝
、
準
優
勝
、
３

位
、
当
日
賞
、
ブ
ー
ビ
ー

賞
、
飛
び
賞
、
ホ
ー
ル

イ
ン
ワ
ン
賞
と
表
彰
し

て
檀
上
副
地
連
長
の
あ

い
さ
つ
で
大
会
を
終
了

致
し
ま
し
た
。

　

未
だ
収
束
の
見
え
な

い
コ
ロ
ナ
禍
で
は
あ
り

ま
す
が
、
普
段
は
交
流
の
な
い

組
合
員
同
士
の
方
で
も
、
チ
ー

ム
を
組
む
こ
と
で
親
睦
が
図
れ

て
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
て
良
か

っ
た
と
思
い
ま
す
。

【田渕繁春】4月末、私にとって45年の大工人
生の集大成ともいえる、CCUSゴールドカードが
届きました。
　大工見習い時代、「資格は早いうちに取れ」
との親方の言葉に後押しされ、作業主任者、建
築士などを取得。家庭を持つと仕事を休んで講
習会に参加する時間が作れませんでしたが、若
いうちに取得した資格や50年近く建設業で頑
張ってきたことが数十年経った今、ゴールド
カードという目に見える形となり感慨深いものがあります。

今の若い組合員さん、これから先には建設キャリアアップカード登録
が必要となります。そのときのために、今すぐ準備を！
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　広島建労は（一社）広島県建築センター協会
と第7地連建設技能者支援協会において、CCUS
能力評価代行申請の手続き（年内は35職種に限
定）を開始しました。
　組合員に限らず、員外の方も同様に受け付け
ます。
　所属事業所が事業所IDを取得していない方
や、建設業許可を持っていない事業所で働く
方、インターネット申請ができなくてお困りの
方は、（一社）広島県建築センター協会（082-
232-6286）まで電話でご予約のうえ、CCUSカー
ドと代行申請手数料３千円をご持参ください。
　予約のない場合、長時間お待ちいただくことや受け付けができない場合がありますので、必ず事前に予約を取ってお越
しください。能力評価とレベルアップに伴うカード更新の手数料４千円については、後日、振込用紙が届きます。

田渕さん

 CCUS認定登録機関窓口

（一社）広島県建築センター協会
〒733-0013　広島県広島市西区横川新町8-12
TEL：(082)232-6286　FAX：(082)294-0248　E-mail：ccus＠hiro-ken.com
業務時間：土日祝日・年末年始・お盆休みを除く10時から17時まで

6月7月
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